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（能美市一般会計）‐ 1 ‐

議案第２４号

令和２年度能美市一般会計補正予算（第８号）

令和２年度能美市の一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５７５，０００千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

２９，７４４，０００千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」

による。

（地方債の補正）

第２条 地方債の追加及び変更は、「第２表 地方債補正」による。

（繰越明許費の補正）

第３条 繰越明許費の追加及び変更は、「第３表 繰越明許費補正」による。

令和３年３月４日提出

能美市長 井 出 敏 朗



第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 補  正  前  の  額 補  　正 　 額 計

1 市 税 ８，３５０，０００ ９３，４２９ ８，４４３，４２９

1 市 民 税 ３，３３０，７００ ４３，４２９ ３，３７４，１２９

2 固定資産税 ３，９７９，４００ ４０，０００ ４，０１９，４００

3 軽自動車税 １２８，５００ １０，０００ １３８，５００

11 地方交付税 ４，１３６，０３２ ５０，６９６ ４，１８６，７２８

1 地方交付税 ４，１３６，０３２ ５０，６９６ ４，１８６，７２８

13 分担金及び負担金 ２８６，５９３ ８００ ２８７，３９３

2 負 担 金 ２８０，１４３ ８００ ２８０，９４３

15 国庫支出金 ８，１８５，６５０ ５９，３１６ ８，２４４，９６６

1 国庫負担金 １，５４１，１７６ ３，８２５ １，５４５，００１

2 国庫補助金 ６，６３２，９１６ ５８，６２１ ６，６９１，５３７

3 国庫委託金 １１，５５８ △３，１３０ ８，４２８

16 県 支 出 金 １，０６４，０３３ ７，８７７ １，０７１，９１０

1 県 負 担 金 ６６５，９７７ △２，５５２ ６６３，４２５

2 県 補 助 金 ２８６，７５１ ９，０８０ ２９５，８３１

3 県 委 託 金 １１１，３０５ １，３４９ １１２，６５４

17 財 産 収 入 ２７，３９０ ４３０ ２７，８２０
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(単位：千円)

款 項 補  正  前  の  額 補  　正 　 額 計

1 財産運用収入 １４，４５９ ４３０ １４，８８９

18 寄 附 金 ７３，２８５ △１，８４５ ７１，４４０

1 寄 附 金 ７３，２８５ △１，８４５ ７１，４４０

19 繰 入 金 ２，１６５，４１１ ３０４ ２，１６５，７１５

1 基金繰入金 ２，１６３，５７７ ３０４ ２，１６３，８８１

21 諸 収 入 ３１０，２３４ ４７，６８７ ３５７，９２１

5 雑 入 ２４０，５０７ ４７，６８７ ２８８，１９４

22 市 債 ２，５０４，０００ ３１６，３０６ ２，８２０，３０６

1 市 債 ２，５０４，０００ ３１６，３０６ ２，８２０，３０６

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 ２９，１６９，０００ ５７５，０００ ２９，７４４，０００
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     （歳  出） (単位：千円)

款 項 補  正  前  の  額 補  　正 　 額 計

1 議 会 費 ２１２，４５１ △３，４９０ ２０８，９６１

1 議 会 費 ２１２，４５１ △３，４９０ ２０８，９６１

2 総 務 費 ７，３１９，７６６ △９，７５４ ７，３１０，０１２

1 総務管理費 ６，８５４，８３９ △７，７８８ ６，８４７，０５１

2 徴 税 費 ３０７，０７６ △９，２３０ ２９７，８４６

3 戸籍住民基本台帳費 ９６，６６８ ５，８００ １０２，４６８

5 統計調査費 １６，２０４ １，３４４ １７，５４８

6 監査委員費 １６，８０６ １２０ １６，９２６

3 民 生 費 ８，５３８，３５８ △７０，８８７ ８，４６７，４７１

1 社会福祉費 ４，０００，４９２ ９，０８２ ４，００９，５７４

2 児童福祉費 ４，２６２，２０１ △８６，５６７ ４，１７５，６３４

3 生活保護費 ２７５，６２５ ６，５９８ ２８２，２２３

4 衛 生 費 １，８３３，７４３ ２０，８５５ １，８５４，５９８

1 保健衛生費 １，０６６，３８７ ２９，８５２ １，０９６，２３９

2 環境衛生費 ２４２，６８０ △４，６９８ ２３７，９８２

3 清 掃 費 ５２４，６７６ △４，２９９ ５２０，３７７

5 労 働 費 ３７，８４２ ６０ ３７，９０２
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(単位：千円)

款 項 補  正  前  の  額 補  　正 　 額 計

1 労 働 諸 費 ３７，８４２ ６０ ３７，９０２

6 農林水産業費 ４２０，９９９ ２，３４１ ４２３，３４０

1 農 業 費 ３５６，９７８ ２，３４０ ３５９，３１８

2 林 業 費 ６３，５５４ １ ６３，５５５

7 商 工 費 ９３２，５９７ ４７９，３１２ １，４１１，９０９

1 商 工 費 ９３２，５９７ ４７９，３１２ １，４１１，９０９

8 土 木 費 ２，２４８，８３９ ８３，３１２ ２，３３２，１５１

1 土木管理費 １４９，１７９ ５，４８０ １５４，６５９

2 道路橋りょう費 ８６８，９１０ ５４６ ８６９，４５６

4 都市計画費 １，１３８，３７１ １６，４６２ １，１５４，８３３

5 住 宅 費 ７６，１８５ ６０，８２４ １３７，００９

9 消 防 費 １，３８５，３５２ １８，７３２ １，４０４，０８４

1 消 防 費 １，３８５，３５２ １８，７３２ １，４０４，０８４

10 教 育 費 ３，４２７，９３１ ５４，１２０ ３，４８２，０５１

1 教育総務費 ６３１，９４７ ４２，７７９ ６７４，７２６

2 小 学 校 費 ３６８，７５２ １３，１３４ ３８１，８８６

3 中 学 校 費 １５７，７３８ △３，３３６ １５４，４０２
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(単位：千円)

款 項 補  正  前  の  額 補  　正 　 額 計

4 社会教育費 １，２８８，７２４ △５，１９７ １，２８３，５２７

5 保健体育費 ９８０，７７０ ６，７４０ ９８７，５１０

12 公 債 費 ２，７０２，７７９ ０ ２，７０２，７７９

1 公 債 費 ２，７０２，７７９ ０ ２，７０２，７７９

13 諸 支 出 金 ８８，０９３ ３９９ ８８，４９２

1 基 金 費 ８８，０９３ ３９９ ８８，４９２

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 ２９，１６９，０００ ５７５，０００ ２９，７４４，０００
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１　追加

限度額 起債の方法

千円

31,400

277,006

308,406

２　変更

限度額 起債の方法 利率 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

千円 千円

公共事業等 142,700 109,400

防災・減災・国土強靭化緊急
対策事業

4,800 27,700

地域活性化事業 174,400 172,500

緊急防災・減災事業 560,500 584,300

公共施設等適正管理推進事業 705,100 701,500

計 1,587,500 1,595,400

第　２　表　　地　方　債　補　正

起債の目的 利率 償還の方法

公営住宅建設事業

減収補てん債

計

補　　　　　　正　　　　　　前 補　　　　　　正　　　　　　後

償還の方法

普通貸借又
は証券発行

５.０％以内（ただし、利
率見直し方式で借り入れ
る場合は、当該見直し後
の利率）

政府資金については、その融資条件により、銀行そ
の他の場合には、その債権者と協定するものとす
る。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還
期間を短縮し、もしくは繰上償還又は低利債に借換
することができる。

起債の目的

普通貸借又
は証券発行

５.０％以
内（ただ
し、利率見
直し方式で
借り入れる
場合は、当
該見直し後
の利率）

政府資金については、
その融資条件により、
銀行その他の場合に
は、その債権者と協定
するものとする。ただ
し、市財政の都合によ
り据置期間及び償還期
間を短縮し、もしくは
繰上償還又は低利債に
借換することができ
る。

普通貸借又
は証券発行

５.０％以
内（ただ
し、利率見
直し方式で
借り入れる
場合は、当
該見直し後
の利率）

政府資金については、
その融資条件により、
銀行その他の場合に
は、その債権者と協定
するものとする。ただ
し、市財政の都合によ
り据置期間及び償還期
間を短縮し、もしくは
繰上償還又は低利債に
借換することができ
る。
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１ 追加
（単位：千円）

金　　額

1 議会費 1 議会費 5,852

2 総務費 1 総務管理費 15,560

3 民生費 1 社会福祉費 33,976

4 衛生費 1 保健衛生費 6,410

2 環境衛生費 3,129

7 商工費 1 商工費 3,000

36,000

8 土木費 1 土木管理費 1,000

2 道路橋りょう費 3,000

12,500

26,500

5,100

15,520

6,650

5,100

4,500

7,800

第　３　表　　　繰　越　明　許　費　補　正

款 項 事　　業　　名

議会デジタル化事業

シティプロモーション事業

健康増施設整備事業

健康福祉センター増築事業

合葬墓整備事業

のみブランド認定事業

のみブランド化推進事業

県営急傾斜崩壊対策事業負担金

道路用地購入事業

橋りょう補修事業

橋りょう点検事業

交通安全対策施設整備事業

市道消雪施設更新事業

道林高坂線道路改良事業

道林第１橋撤去事業

岩内金剛寺線道路改良事業

やさしい道路空間整備事業
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（単位：千円）

金　　額

4 都市計画費 31,203

5,687

26,073

5 住宅費 68,004

10 教育費 2 小学校費 13,500

4 社会教育費 7,900

1,951

69,490

5 保健体育費 1,430

1,430

418,265

2 変更 （単位：千円）

事　　業　　名 補　正　前 補　正　後

8 土木費 2 道路橋りょう費 道路舗装改修事業 110,000 125,800

9 消防費 1 消防費 消防庁舎施設改修事業 21,665 21,173

非常備消防施設費 138,345 180,685

270,010 327,658

款 項 事　　業　　名

（土木費） 寺井地区都市再生整備計画事業

県営街路事業負担金

都市公園安全・安心対策事業

市営住宅改修事業

宮竹小学校施設整備事業

史跡能美古墳群保存整備事業

根上学習センター改修事業

博物館建設事業

翠ヶ丘運動公園施設整備事業

物見山運動公園施設整備事業

計

款 項

計

-  9  - （能美市一般会計）



‐ 1 ‐ （能美市国民健康保険特別会計）

議案第２５号

令和２年度能美市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

令和２年度能美市の国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２，７００千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

４，５１２，６００千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」

による。

令和３年３月４日提出

能美市長 井 出 敏 朗



第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 補  正  前  の  額 補  　正 　 額 計

4 県 支 出 金 ３，２３５，３８５ △１，４８０ ３，２３３，９０５

1 県負担金・補助金 ３，２３５，３８５ △１，４８０ ３，２３３，９０５

7 繰 入 金 ３４３，３２１ △１６，０３３ ３２７，２８８

1 一般会計繰入金 ３２８，１４０ △１６，０３３ ３１２，１０７

8 繰 越 金 ７，２６７ １４，８１３ ２２，０８０

1 繰 越 金 ７，２６７ １４，８１３ ２２，０８０

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 ４，５１５，３００ △２，７００ ４，５１２，６００
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     （歳  出） (単位：千円)

款 項 補  正  前  の  額 補  　正 　 額 計

1 総 務 費 ６５，６１０ △１，２２０ ６４，３９０

1 総務管理費 ５６，９８０ △１，２２０ ５５，７６０

3 国民健康保険事業費納付金 １，１９６，８９６ ０ １，１９６，８９６

1 医療給付費分 ８４０，６４４ ０ ８４０，６４４

2 後期高齢者支援分 ２６３，５２２ ０ ２６３，５２２

3 介護納付金分 ９２，７３０ ０ ９２，７３０

5 保健事業費 ５４，５６３ △１，４８０ ５３，０８３

1 保健事業費 １９，０５２ △１，４８０ １７，５７２

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 ４，５１５，３００ △２，７００ ４，５１２，６００
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‐ 1 ‐ （能美市後期高齢者医療特別会計）

議案第２６号

令和２年度能美市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

令和２年度能美市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３００千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

６３１，２００千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」

による。

令和３年３月４日提出

能美市長 井 出 敏 朗



第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 補  正  前  の  額 補  　正 　 額 計

1 保 険 料 ４９２，６９８ ４３ ４９２，７４１

1 後期高齢者医療保険料 ４９２，６９８ ４３ ４９２，７４１

4 繰 入 金 １３６，７６２ ２５７ １３７，０１９

1 一般会計繰入金 １３６，７６２ ２５７ １３７，０１９

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 ６３０，９００ ３００ ６３１，２００

-  2  - (能美市後期高齢者医療特別会計)



     （歳  出） (単位：千円)

款 項 補  正  前  の  額 補  　正 　 額 計

2 後期高齢者医療広域連合納付金 ６１８，７９５ ３００ ６１９，０９５

1 後期高齢者医療広域連合納付金 ６１８，７９５ ３００ ６１９，０９５

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 ６３０，９００ ３００ ６３１，２００

-  3  - (能美市後期高齢者医療特別会計)



‐ 1 ‐ （能美市介護保険特別会計）

議案第２７号

令和２年度能美市介護保険特別会計補正予算（第４号）

令和２年度能美市の介護保険特別会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４８，２００千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

４，４５２，４７０千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」

による。

令和３年３月４日提出

能美市長 井 出 敏 朗



第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 補  正  前  の  額 補  　正 　 額 計

1 保 険 料 １，０１６，５９１ △３，８０４ １，０１２，７８７

1 介護保険料 １，０１６，５９１ △３，８０４ １，０１２，７８７

6 財 産 収 入 １０ １００ １１０

1 財産運用収入 １０ １００ １１０

8 繰 入 金 ６５２，９４６ １，９０４ ６５４，８５０

1 一般会計繰入金 ６５２，９４６ １，９０４ ６５４，８５０

9 繰 越 金 ２０，２７０ ５０，０００ ７０，２７０

1 繰 越 金 ２０，２７０ ５０，０００ ７０，２７０

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 ４，４０４，２７０ ４８，２００ ４，４５２，４７０

-  2  - (能美市介護保険特別会計)



     （歳  出） (単位：千円)

款 項 補  正  前  の  額 補  　正 　 額 計

1 総 務 費 ８１，１０３ △１，９００ ７９，２０３

1 総務管理費 ４５，５４１ △１，６００ ４３，９４１

3 介護認定審査会費 ３０，５６９ △３００ ３０，２６９

5 基金積立金 １０ ５０，１００ ５０，１１０

1 基金積立金 １０ ５０，１００ ５０，１１０

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 ４，４０４，２７０ ４８，２００ ４，４５２，４７０

-  3  - (能美市介護保険特別会計)



議案第２８号

　（総　則）
令和２年度能美市水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

　（収益的収入及び支出の補正）
令和２年度能美市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次の

　とおり補正する。

　第１款　水道事業費用
　　第１項

　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正）
予算第８条に定めた経費の金額を次のように改める。

令和３年３月４日提出

　能美市長　井　出　敏　朗　　

令和２年度能美市水道事業会計補正予算（第２号）

第１条

第２条

　　（科　　目） 　　　（既決予定額） 　　　　（補正予定額） 　　（計）

支　　　　出

９７４,１００千円 ５８０千円 ９７４,６８０千円
営 業 費 用 ８７０,１９０千円 ５８０千円 ８７０,７７０千円

第３条

　　（科　　目） 　　　（既決予定額） 　　　　（補正予定額） 　　（計）

 (１) 職 員 給 与 費 ４４,１４７千円 ５８０千円 ４４,７２７千円

－ 1 － （能美市水道事業会計）



議案第２９号

　（総　則）
第１条　令和２年度能美市工業用水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

　（収益的支出の補正）
第２条　令和２年度能美市工業用水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり

　補正する。

（科　　目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

　第１款　辰口寺井地区工業用水道事業費用 ３４９,９００千円 ６５０千円 ３５０,５５０千円

　　第１項　営　業　費　用 ３２１,８４０千円 ６５０千円 ３２２,４９０千円

　第１款　根上地区工業用水道事業費用 ９３,０００千円 ３０千円 ９３,０３０千円

　　第１項　営　業　費　用 ７３,５７０千円 ３０千円 ７３,６００千円

　 (議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正)
第３条　予算第８条に定めた経費の金額を次のように改める。

（既決予定額） （補正予定額） （計）

（１） 職員給与費 ２８,１７５千円 ６８０千円 ２８,８５５千円

令和３年３月４日提出

　　能美市長　井　出　敏　朗

　（科　　目）

 支　　　　　　出

令和２年度能美市工業用水道事業会計補正予算（第２号）

－1－ 　(能美市工業用水道事業会計)



　 (総　則)
第１条　令和２年度能美市下水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

　 (収益的支出の補正)
第２条　令和２年度能美市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

　第１款　下 水 道 事 業 費 用
　　第１項　営　業　費　用
　　第２項

　 (資本的収入及び支出の補正)
第３条　予算第４条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額５３６，８００千円は当年度消費税及び地方消

　費税資本的収支調整額１，０４５千円、引継金３３，０５５千円及び過年度分損益勘定留保資金５０２，７００千円で補填するも

　のとする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額５４２，２１５千円は当年度消費税及び地方消費税資本的収支

　調整額１，０４５千円、引継金３３，０５５千円及び過年度分損益勘定留保資金５０８，１１５千円で補填するものとする。」に
　改め、同条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

　第１款　資　本　的　収　入
　　第１項
　　第３項

　第１款　資　本　的　支　出
　　第１項

１,０４６,９００千円

支　　　　出

１,５８３,７００千円 ７０,８１５千円 １,６５４,５１５千円
建 設 改 良 費 １５２,３００千円 ７０,８１５千円 ２２３,１１５千円

補 助 金 ２９,０００千円 １８,０００千円 ４７,０００千円

収　　　　入

６５,４００千円 １,１１２,３００千円
企 業 債 ６６６,３００千円 ４７,４００千円 ７１３,７００千円

営 業 外 費 用 ２７０,７５０千円 △ ６,０８９千円 ２６４,６６１千円

　（科　　目） 　　　（既決予定額） 　　（補正予定額） （計）

　（科　　目） 　　　（既決予定額） 　　（補正予定額） （計）

支　　　　出

１,７３４,２２０千円 ９,６８１千円 １,７４３,９０１千円
営 業 費 用 １,４６２,７２０千円 １５,７７０千円 １,４７８,４９０千円

議案第３０号

令和２年度 能美市下水道事業会計補正予算（ 第２号 ）

－ 1 － （能美市下水道事業会計）



　 (企業債の補正)
第４条　予算第５条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を次のように改める。

　 (議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正)
第５条　予算第８条に定めた経費の金額を次のように改める。

（１） 職員給与費

令和３年３月４日提出

能美市長　井　出　敏　朗

 普通貸借又は
証書借入

　借入時期は
令和２年度と
する。ただ
し、工事の進
捗状況等によ
り起債の全部
又は一部を翌
年度に繰り越
して借り入れ
ることができ
る。

年５.０％
以内
（ただ
し、利率
見直し方
式で借り
入れる場
合は、当
該見直し
後の利
率）

政府資金等に
ついては、そ
の融資条件に
より、銀行そ
の他の場合に
は、その債権
者と協定する
ものとする。
ただし、市財
政の都合によ
り据置期間及
び償還期間を
短縮し、もし
くは繰上償還
又は低利債に
借り換えする
ことができ
る。

公 共 下 水 道 事 業 債 ２３,２００千円 ４０,３００千円

起債の目的

流 域 下 水 道 事 業 債 ４７,０００千円

 普通貸借又は
証書借入

　借入時期は
令和２年度と
する。ただ
し、工事の進
捗状況等によ
り起債の全部
又は一部を翌
年度に繰り越
して借り入れ
ることができ
る。

年５.０％
以内
（ただ
し、利率
見直し方
式で借り
入れる場
合は、当
該見直し
後の利
率）

政府資金等に
ついては、そ
の融資条件に
より、銀行そ
の他の場合に
は、その債権
者と協定する
ものとする。
ただし、市財
政の都合によ
り据置期間及
び償還期間を
短縮し、もし
くは繰上償還
又は低利債に
借り換えする
ことができ
る。

７７,３００千円

補 正 前 補 正 後

限度額 起債の方法

　（科　　目） 　　　　（既決予定額） 　　（補正予定額） 　　　（計）

３２,２４９千円 １,７００千円 ３３,９４９千円

利率 償還の方法 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

－ 2 － （能美市下水道事業会計）



―  1  ―              （能美市立病院事業会計） 

 

議案第３１号 

 

令和２年度国民健康保険能美市立病院事業会計補正予算（第４号） 

 

令和２年度国民健康保険能美市立病院事業会計の補正予算（第４号）は次に定めるところによる。 

 

（収益的収入及び支出） 

第１条 令和２年度国民健康保険能美市立病院事業会計予算に定めた第３条収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

（科 目）             （既決額）        （補正予定額）         （計）  

第１款 病院事業収益         ２，１９８，９３１千円    ４１，０７８千円    ２，２４０，００９千円 

 第２項 医業外収益           ５５６，３９１千円    ４０，６２８千円      ５９７，０１９千円 

 第３項 特別利益                  ２千円       ４５０千円          ４５２千円 

第２款 介護老人保健施設事業収益     ４１６，０５１千円     ３，１５０千円      ４１９，２０１千円 

 第３項 特別利益                  １千円     ３，１５０千円        ３，１５１千円 

 

第１款 病院事業費用         ２，０８６，６４０千円     ６，４５０千円    ２，０９３，０９０千円 

 第１項 医業費用          ２，０６７，９１１千円     ６，０００千円    ２，０７３，９１１千円 

 第３項 特別損失                ２０１千円       ４５０千円          ６５１千円 

第２款 介護老人保健施設事業費用     ４５０，５００千円     ３，１５０千円      ４５３，６５０千円 

 第３項 特別損失                  １千円     ３，１５０千円        ３，１５１千円 

 



―  2  ―              （能美市立病院事業会計） 

 

（資本的収入及び支出） 

第２条 令和２年度国民健康保険能美市立病院事業会計予算に定めた第４条資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

（科 目）             （既決額）        （補正予定額）         （計）  

第１款 病院事業資本的収入        ２９４，５７９千円   △１６，０００千円      ２７８，５７９千円 

 第３項 補助金              ２６，７６３千円   △１６，１００千円       １０，６６３千円 

第４項 寄附金               １，７０１千円       １００千円        １，８０１千円 

第２款 介護老人保健施設事業資本的収入   １０，４０１千円        ２０千円       １０，４２１千円 

第２項 寄附金                   １千円        ２０千円           ２１千円 

第１款 病院事業資本的支出        ３６７，０８８千円   △１６，０００千円      ３５１，０８８千円 

 第１項 建設改良費           ２１７，８９１千円   △１６，０００千円      ２０１，８９１千円 

第２款 介護老人保健施設事業資本的支出   ６０，７７２千円        ２０千円       ６０，７９２千円 

 第１項 建設改良費            １１，９４９千円        ２０千円       １１，９６９千円 

 

 

 令和３年３月４日提出 

                                 能美市長 井 出 敏 朗 


